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３月の有効求人倍率は０・５６倍 

     前月を０．０１ポイント下回る 
 
 鹿児島県の 3 月の有効求人倍率（季節調整値）は 0.56 倍（前月 0.57 倍）と、前月

を 0.01 ポイント、また、新規求人倍率（季節調整値）は.085 倍と前月を 0.05 ポイン

ト下回りました。 

新規求人数は前年同月比 12.4％の減で、2 か月連続で減少しました。産業別では飲食

店・宿泊業（27.6％増）が増加に転じ、製造業（4.6％増）も 2 か月連続で増加しまし

たが、建設業（36.0％）は 8 か月連続の減となり、サービス業（27.0％)が５か月連続、

運輸業（26.5％）も 4 か月連続の減となりました。 

 新規求職者数は前年同月比 0.3％の微増となりました。 

 新規常用求職者の態様別では在職求職者（6.3％増）は 9 か月連続で増加し、離職求

職者（1.8％減）は減少に転じました。離職求職者の内訳では事業主都合離職者（4.2％

増）が増加に転じ、自己都合離職者（6.0％減）は減少に転じました。また、無業求職者

（0.6％増）は 4 か月連続で増加しました。 

 今後の雇用失業情勢について、景気に停滞感がある中、新規求人の動向は弱含みで推

移すると思われ、今後とも注視していく必要があります。一方、新規求職者は在職者や

団塊の世代を中心とした中高年齢者の求職活動が活発化するなど、やや増加傾向で推移

するものと思われます。鹿児島労働局では今後も求人確保対策を中心に、求人情報の提

供と職業相談の充実に努めてまいります。         （職業安定部職業安定課） 

有効（新規）求人倍率の推移 
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労働災害防止団体等代表者会議を4月11日に開催 
 

４月１１日（金）に鹿児島市内のホテルで、建設業、運送業など県内１０労働

災害防止団体等の代表者ら約３０名が出席し、平成２０年度労働災害防止団体等

代表者会議を開催しました。 

労働局では平成２０年度を初年度とする第１１次労働災害防止推進計画（５ヵ

年）に取組むこととしていますが、第１０次労働災害防止推進計画（５ヵ年）を

推進した結果、労働災害防止の目標件数と労働災害発生件数が大きく乖離し、目

標達成ができなかったことを踏まえて、会議では、労働災害を減少させ、職業疾

病の防止対策を図るため、労働災害防止団体等に対して、傘下事業場の安全衛生

管理体制の確立と、その活動の活性化等を要請しました。 

各団体代表者等からは、昨年度の災害防止活動についての取り組み状況を踏ま

えたパトロールの実施やリスクアセスメントの普及の取組み等、本年度の労働災

害防止計画について発表等がありました。     （労働基準部安全衛生課） 

 

《挨拶する覺正労働局長》  
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建設工事発注機関との連絡協議会が5月21日開催 
 

当局管内の建設業における平成１９年の労働災害発生状況は、休業４日以上の

死傷者数が全産業の約１７％を占め３０７人と前年より減少したものの、死亡者

数は１０人と前年より増加し、全産業の１／３強を占めるなど依然として高水準

で推移している状況にあります。 

このことから、建設工事における発注段階からの安全確保について、建設業に

おける労働災害防止において重要な役割を担う発注機関との連携をより密にし、

効果的な労働災害防止対策を確立することを目的とする「建設業の労働災害防止

にかかる発注機関連絡協議会」を５月２１日（水）に鹿児島労働局の会議室にお

いて開催いたします。 

当日の午前に鹿児島県、午後に国の発注機関に出席いただき、発注機関自らが

工事施工時の安全衛生の確保に配慮した工期の設定、設計の実施等を行うことが

重要であることから、発注機関の果たす役割等について検討・協議し、確認する

ことにしています。              （労働基準部安全衛生課） 

 

《昨年度の開催状況》  
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労働保険料の申告・納付は５月２０日までに 
  

 現在、鹿児島労働局では、労働保険徴収室を始め県内の各会場で労働保険料の

概算・確定申告の受付を行っています。 

 事業主の皆様には、法定期限内に申告・納付をして頂く平成２０年度の労働保

険料（労災保険と雇用保険の総称）の申告・納付の期限は５月２０日までとなっ

ています。 

 労働保険料は、業務上又は通勤途中における負傷等に対して必要な保険給付、

失業した場合等に生活の安定を図るための保険給付を行う基になるものです。 

 また、全ての労災保険適用事業主を対象に、石綿健康被害救済のための「一般

拠出金」の申告・納付も、労働保険料と同時に申告・納付していただくことにな

ります。 

 なお、詳細につきましては、最寄りの労働基準監督署又は鹿児島労働局労働保

険徴収室（電話：０９９－２２３－８２７６）へお問い合わせください。 

                （総務部労働保険徴収室） 




